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定  款 
 

第１章 総則 

 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ユーグレナと称し、英文では Euglena Co.,Ltd.と表示する。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、持続可能な社会の実現を目指して、次の事業及びこれに附帯する一切の事業

を営むことを目的とする。 

(1) あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つことに資する事業 

(2) 飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続

可能な農業を推進することに資する事業 

(3) あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進することに資する

事業 

(4) すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

ことに資する事業 

(5) ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図ることに

資する事業 

(6) すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保することに資する事業 

(7) すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセス

を確保することに資する事業 

(8) すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用及

びディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進することに資する

事業 

(9) 強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革

新の拡大を図ることに資する事業 

(10)国内及び国家間の格差を是正することに資する事業 

(11)都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にすることに資する事業 

(12)持続可能な消費と生産のパターンを確保することに資する事業 

(13)気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取ることに資する事業 

(14)海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用することに

資する事業 

(15)陸上生態系の保護、回復及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠

化への対処、土地劣化の阻止及び逆転、並びに生物多様性損失の阻止を図ることに

資する事業 

(16)持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアク
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セスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度

を構築することに資する事業 

(17)持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性

化することに資する事業 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

 

（公告方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。 

２．やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲

載する方法により行う。 

 

第２章 株式 

 

（発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、210,000,000株とする。 

 

（自己株式の取得） 

第６条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の１単元の株式数は、100株とする。 

 

 

（単元未満株主の権利制限） 

第８条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 

(1) 会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 

(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 

 

（株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 

３．当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、

株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する

事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 
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（株式取扱規程） 

第１０条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権

に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定

款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 

 

（基準日） 

第１１条 当会社は、毎年１２月３１日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する

株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができ

る株主とする。 

２．前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告し

て、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、

その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 

 

第３章 株主総会 

 

（招集） 

第１２条 定時株主総会は毎事業年度終了後３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある

場合に招集する。 

 

（招集権者及び議長） 

第１３条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、代表取

締役社長が招集する。代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会におい

て定めた順序により、他の取締役が招集する。 

２．株主総会においては代表取締役社長が議長となる。代表取締役社長に事故があるとき

は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

第１４条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結

計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いイ

ンターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみな

すことができる。 

 

（議決権の代理行使） 

第１５条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、議決権を行使するこ

とができる。 

２．前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社

に提出しなければならない。 

 



定款 

 4 

（決議の方法） 

第１６条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を

行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２．会社法第３０９条第２項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

（議事録） 

第１７条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、

議事録に記載又は記録する。 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

（取締役会の設置） 

第１８条 当会社は取締役会を置く。 

 

（取締役の員数） 

第１９条 当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、７名以内とする。 

２．当会社の監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は、５名以内とす

る。 

 

（取締役の選任） 

第２０条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任

する。 

   ２．法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて

株主総会においてあらかじめ補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。 

３．取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

４．取締役の選任決議は、累積投票によらない。 

 

（取締役の解任） 

第２１条 取締役は、株主総会において解任する。 

２．取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

（取締役の任期） 

第２２条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会終結のときまでとする。 
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２．前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 

３．補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了すると

きまでとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第２３条 代表取締役は、取締役（監査等委員を除く。）の中から、取締役会の決議によって選定

する。 

２．代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 

３．取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員を除く。）の中から、代表取締役

社長１名を選定し、また必要に応じ、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定するこ

とができる。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第２４条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会において定め

る取締役が招集し、議長となる。 

２．前号に定める議長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によ

り、他の取締役が招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第２５条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の３日前までに発する。ただし、緊急

の場合には、この期間を短縮することができる。 

 

（取締役会の決議の方法） 

第２６条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取

締役の過半数をもって行う。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第２７条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面又は電磁的記録により同

意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 

 

（業務執行の決定の取締役への委任） 

第２８条 当会社は、会社法第３９９条の１３第６項の規定により、取締役会の決議によって重

要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役

に委任することができる。 

 

（取締役会の議事録） 

第２９条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、

議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 



定款 

 6 

 

（取締役会規程） 

第３０条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定め

る取締役会規程による。 

 

（取締役の報酬等） 

第３１条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別

して定める。 

 

（取締役の責任免除） 

第３２条 当会社は、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第４２３条第１項の責任につ

き、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度

額の範囲内で、責任を免除することができる。 

２．当会社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、当該取締役の会

社法第４２３条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定め

る金額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 

 

第５章 監査等委員会 

 

（監査等委員会の設置） 

第３３条 当会社は、監査等委員会を置く。 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第３４条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の３日前までに発する。ただ

し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 

 

（監査等委員会の決議の方法） 

第３５条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 

（監査等委員会の議事録） 

第３６条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項

は議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。 

 

（監査等委員会規程） 

第３７条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査等委員会にお

いて定める監査等委員会規程による。 
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第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の設置） 

第３８条 当会社は会計監査人を置く。 

 

（会計監査人の選任方法） 

第３９条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 

 

（会計監査人の任期） 

第４０条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結のときまでとする。 

２．会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該

定時株主総会において再任されたものとみなす。 

 

（会計監査人の報酬等） 

第４１条 会計監査人の報酬は、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める。 

 

第７章 計算 

 

（事業年度） 

第４２条 当会社の事業年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

 

（期末配当金） 

第４３条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年１２月３１日の最終の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下、「期末配当

金」という。）を支払う。 

 

（中間配当金） 

第４４条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年６月３０日の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第４５４条第５項に定める剰余金の配

当（以下、「中間配当金」という。）をすることができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第４５条 期末配当金及び中間配当金が、支払い開始の日から満３年を経過しても受領されない

ときは、当会社はその支払いの義務を免れる。 

２．未払いの期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 
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附則 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第１条 当会社は、第１２回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第４２３条第１項所定の

監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会

の決議によって免除することができる。 

２．第１２回定時株主総会終結前の社外監査役（社外監査役であった者を含む。）の行為に

関する会社法第４２３条第１項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主

総会の決議による変更前の定款第４２条第２項の定めるところによる。 

 

（事業年度に関する経過措置） 

第２条 第４２条の規定にかかわらず、第１７期事業年度は、２０２０年１０月１日から２０２

１年１２月３１日までとする。  

 

（配当金に関する経過措置） 

第３条 第４３条及び第４４条は, 第１７期事業年度については、変更後の定款を適用する。 

 

第４条 前２条及び本条は、第１７期事業年度終了後をもって削除する。  

 

 

制定 ２００５年７月７日 

改定 ２００６年６月１４日 

改定 ２００７年８月１日 

改定 ２００８年１２月１５日 

改定 ２００９年１２月１８日 

改定 ２０１０年３月３日 

改定 ２０１０年１２月１７日 

改定 ２０１１年１２月２２日 

改定 ２０１２年９月１４日 

改定 ２０１３年４月１日 

改定 ２０１３年１０月１日 

改定 ２０１４年１２月１９日 

改定 ２０１５年３月２３日 

改定 ２０１６年１２月２０日 

改定 ２０２１年８月２６日 


